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第１章  総則  

 

（目的）  

第１条  この基金は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市

町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された



共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団（以下「保険者」という。）が、医

療保険各法等（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第７条第１項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律を

いう。以下同じ。）の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の

費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者（以

下「診療担当者」という。）に対して支払うべき費用（以下「診療報酬」という。）

の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の

審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により

行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に

要する費用の適正化（次条及び第２７条第１項第８号において「医療費適正化」

という。）に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関

する事務を行うとともに、社会保険診療報酬支払基金法（昭和２３年法律第

１２９号。以下「法」という。）以外の法律の規定により基金が行うこととされ

た保険者との財政調整に関する業務、医療及び介護の情報化に資する業務並び

にその他の業務を行うことを目的とする。  

（基本理念）  

第１条の２  この基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確

保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分

析等（第２７条第１項第８号に規定する業務をいう。）を通じた国民の保健医療

の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務

運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、

医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会と

有機的に連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援

その他の取組を行うよう努めなければならない。  

（設立の根拠及び名称）  

第２条  この基金は、法に基づいて設立し、社会保険診療報酬支払基金と称する。  

（事務所の所在地）  

第３条  この基金は、主たる事務所（以下「本部」という。）を東京都に置く。  

 

第２章  役員等  

 

（役員）  

第４条  この基金に、理事長１人、理事１７人以内及び監事４人を置く。  

２  理事のうち１人を専務理事とする。  

（役員の職務及び権限）  

第５条  理事長は、この基金を代表し、その業務を総理する。  

２  専務理事は、この基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理

事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときにはその



職務を行う。  

３  理事は、理事長の定めるところにより、この基金を代表し、理事長及び専務

理事を補佐して基金の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故のあるときに

は、その職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときには、その職務を行

う。  

４  理事は、審査委員会に出席して、第３０条第１項に規定する審査等（以下こ

の条において同じ。）に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内

容につき説明を求めることができる。  

５  監事は、この基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。  

６  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生

労働大臣（第２７条第４項第９号に規定する子ども・子育て支援納付金関係業

務に係る事項にあってはこども家庭庁長官）に意見を提出することができる。  

（役員の選任）  

第６条  理事長は、理事の互選によって、これを定める。  

２  理事及び監事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者

を代表する者及び公益を代表する者から理事会で選任するものとし、その数は、

保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につ

いては、各々同数とする。  

３  前項の選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者

を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。  

４  理事会で、前２項の規定により理事及び監事を選任しようとするときは、理

事長は１月を下らない期間を定め、その期間内に保険者を代表する者、被保険

者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき候補者を推薦することを、

それぞれの所属団体に求めるものとする。ただし、その期間内に推薦がないと

きは、理事会でこれを選任する。  

５  役員の選任については、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じ

ない。  

６  専務理事は、理事長が理事の中からこれを指名する。  

７  補欠役員の選任については、第２項から第５項までの規定を準用する。  

（役員の任期）  

第７条  役員の任期は、２年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２  役員は、再任されることができる。  

（役員の欠格条項）  

第８条  政府又は地方公共団体の職員（保険者たる地方公共団体の職員及び非常

勤の職員を除く。）は、役員となることができない。  

（役員の解任）  

第９条  理事会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当

するに至ったとき又は法第１１条第２項の規定により厚生労働大臣から役員を



解任すべきことを命じられたときは、その役員を解任しなければならない。  

２  理事会は、役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適

しないと認めるときは、その役員を解任することができる。  

一  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。  

二  職務上の義務違反があるとき。  

３  前２項に定める役員の解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効

力を生じない。  

（代表権の制限）  

第１０条  この基金と理事長の利益が相反する事項については、理事長は、代表

権を有しない。この場合は、監事が基金を代表する。  

 （代理人の選任）  

第１１条  理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切

の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することがで

きる。  

第１２条  削除  

第１３条  削除  

（顧問）  

第１４条  この基金に、顧問を置くことができる。  

２  顧問の選任及び解任は、理事会の議決を経て理事長がこれを行う。  

３  第１項に規定する顧問のうち、理事長の指定する者を常任顧問とする。  

（参与）  

第１４条の２  理事会に参与５人以内を置くことができる。  

２  参与の選任及び解任は、理事長がこれを行う。理事長は、第２７条に規定す

る業務の関係者につき参与の選任を行うものとする。  

３  参与は、理事会の議事に参与するものとする。  

（職員の任命）  

第１５条  この基金の職員は、理事長が任命する。  

（理事長特任補佐）  

第１６条  この基金に、理事長特任補佐３人以内を置くことができる。  

２  理事長特任補佐の選任及び解任は、理事会の議決を経て理事長がこれを行う。 

３  理事長特任補佐は、この基金の特に重要な課題について、理事長の命を受け

理事長を補佐する。  

（執行役）  

第１６条の２  関係事務を統括処理させるため、この基金の本部に執行役を置き、

職員のうちから理事長が任命する。  

２  執行役の人数は、理事会の議決を経た範囲内で理事長がこれを定める。  

（役員等の秘密保持義務）  

第１７条  この基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務

に関して知り得た秘密を故なく漏らしてはならない。  



 

第３章  理事会  

 

（理事会の構成）  

第１８条  この基金に理事会を置く。理事会は、理事長及び理事をもって構成す

る。  

２  監事及び常任顧問は、理事会に出席して、意見を述べることができる。  

（理事会の招集）  

第１９条  理事会は、理事長が招集する。  

２  理事の２分の１以上又は監事から、会議の目的たる事項を示して請求があっ

たときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。  

３  理事長は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項、日

時及び場所を示して、あらかじめ文書により通知しなければならない。  

（理事会の議長）  

第２０条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。  

（理事会の定足数及び議決方法）  

第２１条  理事会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができ

ない。  

２  理事会の議事は、出席した構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

（理事会の議決事項）  

第２２条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項

を審議し決定する。  

一  定款及び業務方法書の変更  

二  事業計画及び予算の作成及び変更  

三  事業状況報告書及び決算報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算

書の作成  

四  各保険者との間の契約の締結  

五  その他この基金の業務の運営に関する重要事項  

（議事録）  

第２３条  理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び理事２名がこれ

に署名し、又は記名押印しなければならない。  

第２４条  削除  

第２５条  削除  

第２６条  削除  

 

第４章  業務  

 

（業務）  



第２７条  この基金は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。  

一  各保険者（国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県

内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。第６号及び第７

号を除き、以下この項において同じ。）から、毎月、その保険者が過去３箇月

において最高額の費用を要した月の診療報酬の法第１５条第１項第１号の政

令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。  

二  診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めると

ころにより算定した金額を支払うこと。  

三  診療担当者の提出する診療報酬請求書を審査（その審査について不服の申

出があった場合の再審査を含む。以下同じ。）すること。  

四  前２号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を

行うこと。  

五  保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務

（前各号に掲げるものを除く。）を行うこと。  

六  保険者から委託された健康保険法（大正１１年法律第７０号）第２０５条

の４第１項第２号、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第１５３条の１

０第１項第２号、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）第４

７条の３第１項第２号、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）

第１１４条の２第１項第２号、国民健康保険法第１１３条の３第１項第１号、

地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１４４条の３３第

１項第２号又は高齢者の医療の確保に関する法律第１６５条の２第１項第１

号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。  

七  保険者から委託された健康保険法第２０５条の４第１項第３号、船員保険

法第１５３条の１０第１項第３号、私立学校教職員共済法第４７条の３第１

項第３号、国家公務員共済組合法第１１４条の２第１項第３号、国民健康保

険法第１１３条の３第１項第２号、地方公務員等共済組合法第１４４条の３

３第１項第３号又は高齢者の医療の確保に関する法律第１６５条の２第１項

第２号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。  

八  診療報酬請求書及び特定健康診査等（高齢者の医療の確保に関する法律第

１８条第２項第１号に規定する特定健康診査等をいう。）に関する記録に係る

情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資

する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を

行うこと。  

九  前各号の業務に附帯する業務  

十  前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な業務  

２  この基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。  

一  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５３条第３項、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第１９条の２０第３項（同法第２１条の２、第   

２１条の５の３０及び第２４条の２１並びに母子保健法（昭和４０年法律第  



１４１号）第２０条第７項において準用する場合を含む。）、戦傷病者特別援

護法（昭和３８年法律第１６８号）第１５条第３項（同法第２０条第３項に

おいて準用する場合を含む。）、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平

成６年法律第１１７号）第１５条第３項若しくは第２０条第１項、感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）第４０条第５項（同法第４４条の３の２第２項及び第５０条の３第２項

において準用する場合を含む。）、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律（平成１５年法律第１１０号）第８４条

第３項、石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号）

第１４条第１項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第７３条第３項又は難病の患者に対する

医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第２５条第３項の規定によ

り医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機

関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の

決定について意見を求められたときは、意見を述べること。  

二  生活保護法第５３条第４項、戦傷病者特別援護法第１５条第４項（同法第

２０条第３項において準用する場合を含む。）、原子爆弾被爆者に対する援護

に関する法律第１５条第４項若しくは第２０条第２項、児童福祉法第１９条

の２０第４項（同法第２１条の２、第２１条の５の３０及び第２４条の２１

並びに母子保健法第２０条第７項において準用する場合を含む。）、感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第４０条第６項（同法第４

４条の３の２第２項及び第５０条の３第２項において準用する場合を含む。）、

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律第８４条第４項、石綿による健康被害の救済に関する法律第１４条第２項、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７３条第４

項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第２５条第４項の規定により

医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額

の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。 

三  防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）第２２

条第３項（第１号に係る部分に限る。）の規定により、療養を担当する者が国

に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診

療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行う

こと。  

四  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第２９条の９又は麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）第   

５８条の１５の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診

療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行う

こと。  

五  生活保護法第８０条の４第１項又は防衛省の職員の給与等に関する法律第



２２条第３項（第２号に係る部分に限る。）の規定により情報の収集若しくは

整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若し

くは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。  

３  この基金は、前２項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府

県、市町村又は独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３

号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）の委託を受けて、

国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であって厚生

労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審

査及び支払に関する事務を行うことができる。  

４  この基金は、前３項に規定するもののほか、第１条の目的を達成するため、

次の各号に掲げる業務を行う。  

一  保険者との財政調整に関する業務  

イ  高齢者の医療の確保に関する法律第１３９条第１項第１号に規定する保

険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金

を交付する業務  

ロ  高齢者の医療の確保に関する法律第１３９条第１項第２号に規定する保

険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後

期高齢者交付金を交付する業務  

ハ  高齢者の医療の確保に関する法律第１３９条第１項第３号に規定する後

期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児

関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する

業務  

ニ  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１６０条に規定する医療保険

者から納付金を徴収し、市町村に対し介護給付費交付金及び地域支援事業

支援交付金を交付する業務  

二  高齢者の医療の確保に関する法律第１３９条第２項に規定する厚生労働大

臣の認可を受けて、同法第１条に規定する目的の達成に資する事業  

三  高齢者の医療の確保に関する法律附則第１１条に規定する保険者から病床

転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務  

四  特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法（平成  

２３年法律第１２６号）第２６条に規定する特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給

付金等を支給する業務  

五  医療機関等情報化補助業務  

イ  地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元

年法律第６４号）（以下「医療介護総合確保法」という。）第２４条第１項

第１号に規定する医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な費用そ

の他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための

医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助す

る業務  



ロ  医療介護総合確保法附則第１条の３第１項に規定する医療機関等が行う

電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い

医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の

促進に要する物品を調達し、及び提供する業務（医療機関等の申出に応じ

て当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。）  

六  支払基金連結情報提供業務  

医療介護総合確保法第２４条第１項第２号に規定する同法第１２条第２項

に基づき情報を提供する業務  

 七  支払基金電子処方箋管理業務  

   医療介護総合確保法第２４条第２項各号に掲げる電磁的方法による処方箋

の提供等に関する業務  

 八  支払基金電子診療録等情報管理業務  

   医療介護総合確保法第２４条第３項各号に掲げる電子診療録等情報の利用

等に関する業務  

九  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３６条の２５

第１項各号に掲げる流行初期医療確保措置関係業務  

十  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７１条の１５第１

項各号に掲げる支援納付金関係業務（以下「子ども・子育て支援納付金関

係業務」という。）  

十一  前各号の業務に附帯する業務  

（契約）  

第２８条  この基金が、前条第１項の業務を行う場合には、各保険者とそれぞれ

診療報酬の支払、診療報酬請求書の審査及びその事務執行に要する費用につき

契約を締結しなければならない。  

２  前項の規定は、前条第２項及び第３項の規定により業務を行う場合にこれを

準用する。  

（事務の執行に要する費用）  

第２９条  この基金は、各保険者に第２７条第１項第１号から第４号まで並びに

同条第２項第１号から第４号まで及び第３項に規定する業務に関する事務の執

行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数及び当該診療報酬請求書

の審査の内容を基準として負担させるものとする。  

２  前項の規定において保険者とあるのは、前条第２項の規定により契約を締結

した場合においては、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労

働大臣若しくは都道府県知事を含むものとする。  

（意見聴取）  

第２９条の２  この基金は、第２７条第１項第８号に掲げる業務の運営に関する

事項を定めるに当たっては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者

の意見を聴かなければならない。  

（審査委員会）  



第３０条  この基金は、第２７条第１項第３号及び第４号、第２項第３号及び

第４号並びに第３項の審査並びに同条第２項第１号の意見を述べる業務（厚

生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。以下「審査等」という。）

を行うため、本部の下に審査委員会を置き、その所在地は別表第１のとおりと

する。  

２  審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学

識経験者のうちからそれぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当

者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。  

３  前項の委嘱は、診療担当者及び保険者を代表する者については、所属団体の

推薦によらなければならない。  

４  審査委員の定数は、理事長がこれを定める。  

５  審査委員による診療報酬請求書の審査等を補助するとともに、医療機関及び

この基金の業務の関係団体との調整を行うため、本部の下に審査委員会事務局

を置き、その所在地は審査委員会の所在地とする。  

（報告の求め等）  

第３１条  審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等のため必要と認めるとき

は、地方厚生局長又は地方厚生支局長の承認を得て、当該診療担当者に対して

出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提示を求め

ることができる。  

２  前項の規定によって、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対して

は、基金は旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬

請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であったた

め出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。  

３  前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料に関し必要な規定は理事長

がこれを定める。  

４  第１項及び第２項において、診療担当者とあるのは、第２７条第１項第４号、

第２項第１号、第３号及び第４号並びに第３項に規定する医療を担当する機関

の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。  

（診療報酬支払の一時差し止め）  

第３２条  前条の規定により審査委員会の要求があった場合において、診療担当

者が、正当の理由がなく出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録そ

の他の帳簿書類の提示を拒んだときは、基金は、地方厚生局長又は地方厚生支

局長の承認を得て、その者に対して診療報酬の支払を一時差し止めることがで

きる。  

（特別審査委員会）  

第３３条  この基金は、第３０条第１項に規定する厚生労働大臣の定める診療報

酬請求書について第２７条第１項第３号及び第４号、第２項第３号及び第４号

並びに第３項の審査並びに同条第２項第１号の意見を述べる業務を行うため、

本部に、特別審査委員会を置く。  



２  第５条第４項、第３０条第２項から第４項まで並びに第３１条及び前条の規

定は、特別審査委員会について準用する。この場合において、第３１条第１項

及び前条中「地方厚生局長又は地方厚生支局長」とあるのは「厚生労働大臣」

と、それぞれ読み替えるものとする。  

（審査委員長会議）  

第３３条の２  この基金は、診療報酬請求書の審査等の取扱いに関する調整をす

ることその他の審査等に関する重要事項の調査審議を行うため、本部に全国審

査委員長会議を置く。  

２  この基金は、別表第２に定める区域内の診療報酬請求書の審査等の取扱いに

関する調整をすることその他の審査等に関する重要事項の調査審議を行うため、

第３３条の４第１項に規定する中核審査事務センターごとにブロック別審査委

員長会議を置く。  

３  前２項に定めるもののほか、全国審査委員長会議及びブロック別審査委員長

会議に必要な事項は、理事長が別に定める。  

（審査運営協議会）  

第３３条の３  この基金は、本部の下に審査運営協議会を置き、その所在地は審

査委員会の所在地とする。  

２  審査運営協議会は、協議会委員８人をもって構成する。  

３  協議会委員は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を

代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。  

４  第３３条の４に規定する中核審査事務センター及び地域審査事務センター

（以下「審査事務センター」という。）の長は、必要がある場合には、統括する

審査委員会事務局の所在地の審査運営協議会に出席することができる。  

５  審査運営協議会は、理事会において議決した事項の範囲内において、審査委

員会及び審査委員会事務局の審査運営に関して必要な事項を協議する。  

６  審査運営協議会は、所在地の審査委員会事務局を統括する審査事務センター

の運営に関して意見を述べることができる。  

７  前５項に定めるもののほか、審査運営協議会の運営に関し必要な事項は、理

事長が別に定める。  

（審査事務センター）  

第３３条の４  この基金は、診療報酬請求書の審査等に係る事務を行うとともに、

別表第２に定める区域内の診療報酬請求書の審査等の取扱いに関する調整をす

るため、本部の下に中核審査事務センターを置き、その所在地及び管轄区域は

別表第３のとおりとする。  

２  この基金は、診療報酬請求書の審査等に係る事務を行うため、本部の下に地

域審査事務センターを置き、その所在地及び管轄区域は別表第３のとおりとす

る。  

３  審査事務センターは、本部の指示の下に、管轄区域内の診療報酬請求書の審

査等に係る事務に関して審査委員会と連携するとともに、管轄区域内の審査委



員会事務局を統括するものとする。  

（業務方法書）  

第３４条  この基金は、高齢者医療制度関係業務、病床転換助成事業関係業務、

介護保険関係業務、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務、医療

機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理

業務、支払基金電子診療録等情報管理業務、流行初期医療確保措置関係業務及

び子ども・子育て支援納付金関係業務に関し、高齢者医療制度関係及び病床転

換助成事業関係業務方法書、介護保険関係業務方法書、特定Ｂ型肝炎ウイルス

感染者給付金等支給関係業務方法書、医療機関等情報化補助業務関係業務方法

書、支払基金連結情報提供業務関係業務方法書、支払基金電子処方箋管理業務

関係業務方法書、支払基金電子診療録等情報管理業務関係業務方法書、流行初

期医療確保措置関係業務方法書及び子ども・子育て支援納付金関係業務方法書

を作成し、厚生労働大臣（子ども・子育て支援納付金関係業務方法書にあって

はこども家庭庁長官）の認可を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも同様とする。  

 

第５章  財務及び会計  

 

（事業年度）  

第３５条  この基金の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（予算等）  

第３６条  この基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業

年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも、同様とする。  

（財産目録等）  

第３７条  この基金は、毎事業年度、財産目録及び事業状況報告書を作成し、当

該事業年度の終了後３月以内に厚生労働大臣に提出するものとする。  

２  この基金は、前項の規定により財産目録及び事業状況報告書を厚生労働大臣

に提出するときは、これに関する監事の意見書を添付するものとする。  

３  この基金は、第１項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業

状況報告書を公告し、かつ、これを本部に備えて置かなければならない。  

（勘定区分）  

第３８条  この基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸

借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収

益及び費用を計算する。  

２  この基金は、その経理を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それ

ぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。  

（利益及び損失の処理）  

第３９条  この基金は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前



事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、

積立金として積み立てなければならない。  

２  この基金は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規

定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰

越欠損金として整理しなければならない。  

（高齢者医療制度関係業務会計等）  

第４０条  高齢者医療制度関係業務、病床転換助成事業関係業務、介護保険関係

業務、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務、医療機関等情報化

補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務、支払基

金電子診療録等情報管理業務、流行初期医療確保措置関係業務及び子ども・子

育て支援納付金関係業務に関する会計は、第３５条から前条までの規定にかか

わらず、それぞれ高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、特定Ｂ型肝

炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、医療介護総合確保法、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び子ども・子育て

支援法並びにこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。  

 

第６章  雑則  

 

（実施規程）  

第４１条  この定款に定めるもののほか、この基金の運営に関し必要な事項は、

理事長が定める。  

（定款の変更）  

第４２条  この定款を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなけ

ればならない。  

（公告）  

第４３条  この基金の公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適

切な方法により、これを行う。  

 

附  則  

第１条  この定款は、平成１５年１０月１日から施行する。  

第２条  この定款の施行の際現に在職する役員は、その選任について社会保険診

療報酬支払基金法の一部を改正する法律（平成１４年法律第１６８号。以下「改

正法」という。）附則第５条第１項の規定に基づき、第６条第５項の厚生労働大

臣の認可を受けたものとみなす。  

２  前項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けたものとみな

される役員の任期は、この定款の施行前の定款に定める任期が終了すべき日に

終了するものとする。  

３  この定款の施行の際現に在職する専務理事は、第６条第５項の規定により理

事長の指名を受けたものとみなす。  



第３条  この定款の施行の際現に在職する幹事又は幹事長は、改正法附則第６条

第１項の規定に基づき、選任されたものとみなす。  

２  前項の規定により選任されたものとみなされる幹事又は幹事長の任期は、こ

の定款の施行前の定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。  

第４条  この定款の施行の際現に在職する顧問は、第１４条第２項の規定により

理事長に選任されたものとみなす。  

２  この定款の施行の際現に在職する常任顧問は、同条第３項の規定により理事

長の指定を受けたものとみなす。  

第５条  この定款の施行の際現に在職する参与は、第１５条第２項の規定により

理事長に選任されたものとみなす。  

第６条  この定款の施行の際現に在職する職員は、第１６条の規定により理事長

の任命を受けたものとみなす。  

第７条  この定款の施行の際現に在職する審査委員会の委員又は特別審査委員会

の委員は、改正法附則第７条第１項の規定に基づき、委嘱されたものとみなす。  

２  前項の規定により委嘱されたものとみなされる審査委員会の委員又は特別審

査委員会の委員の任期は、同条第２項に規定する日に終了するものとする。  

第８条  この基金は、当分の間、診療報酬請求書の審査等に係る事務を行うため、

審査事務センターの下に審査事務センター分室を置き、その所在地及び管轄区

域は別表第３のとおりとする。  

 

 

附  則（認可日：平成１７年８月１日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行し、平成１７年７月１５

日から適用する。  

附  則（認可日：平成１８年４月４日）  

この定款は、認可のあった日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。

ただし、石綿による健康被害の救済に関する法律に係る規定は、平成１８年３月

２７日から適用する。  

附  則（認可日：平成１８年１０月６日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行し、平成１８年１０月１

日から適用する。  

附  則（認可日：平成１９年２月５日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行し、平成１９年１月９日

から適用する。  

附  則  

この定款は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則  

１  この定款は、平成２０年４月１日から施行する。  

２  この定款の変更にかかわらず、健康保険法等の一部を改正する法律（平成   



１８年法律第８３号）附則第１条第４号による改正前の老人保健法第６４条に

基づく老人保健関係業務及び同法第２９条第３項（同法第３１条の２第１０項、

第３１条の２の２第７項及び第３１条の３第６項において準用する場合を含

む。）若しくは同法第４６条の５の２第１０項の規定により、これらの条に規定

する審査、額の算定又は診療報酬若しくは老人訪問看護療養費の支払に関する

事務については、なお従前の例によるものとする。  

附  則  

この定款は、平成２０年１０月１日から施行する。  

附  則  

この定款は、平成２２年１月１日から施行する。  

附  則  

この定款は、平成２２年５月１日から施行する。  

附  則（認可日：平成２３年７月２９日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。  

附  則（認可日：平成２３年１２月１９日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行し、平成２３年１２月１

６日から適用する。  

附  則  

この定款は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

この定款は、平成２７年１月１日から施行する。  

附  則（認可日：平成２９年１月３１日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。  

附  則  

この定款は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則  

この定款は、平成３０年４月１日から施行する。  

附  則  

 この定款は、平成３１年４月１日から施行する。  

   附  則（認可日：令和元年７月２４日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。  

附  則  

 この定款は、令和２年１月１日から施行する。  

   附  則（認可日：令和２年７月１４日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。  

附  則（令和３年政令第２６９号  令和３年１０月１日）  

この定款は、令和２年１０月１日から施行する。ただし、第２条の変更規定は、

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第５２号）の公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める



日から施行する。  

  附  則  

この定款は、令和２年１０月１日から施行する。  

  附  則  

この定款は、令和３年４月１日から施行する。  

   附  則（認可日：令和４年３月３１日）  

（施行期日）  

第１条  この定款は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

 一  第２条の変更規定  厚生労働大臣の認可のあった日  

二  第３条の変更規定  令和４年４月１日  

（理事長特任補佐に関する経過措置）  

第２条  第２条の施行の際現に在職する理事長特任補佐については、なお従前の

例による。  

（執行役に関する経過措置）  

第３条  第２条の変更後の第１６条の２第２項に規定する執行役の人数について

は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による理事会の議決を経るまでの

間、なお従前の例による。  

附  則  

 この定款は、令和５年１月１日から施行する。  

附  則（認可日：令和５年６月１日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。  

附  則  

この定款は、令和５年９月１日から施行する。  

   附  則  

（施行期日）  

第１条  この定款は、令和６年３月１日から施行する。ただし、第２条の変更規

定は、令和６年４月１日から施行する。  

（退職者医療関係業務に関する経過措置）  

第２条  この定款の変更にかかわらず、全世代対応型の持続可能な社会保障制度

を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３１号）

第４条の規定による改正前の国民健康保険法附則第１７条に基づく退職者医療

関係業務については、なお従前の例による。  

附  則（認可日：令和７年１月２８日）  

この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。  

附  則  

この定款は、令和８年４月１日から施行する。  

 

  



別表第１（第３０条第１項関係）  

審査委員会の名称  所在地  

北海道社会保険診療報酬請求書審査委員会  北海道札幌市  

青森県社会保険診療報酬請求書審査委員会  青森県青森市  

岩手県社会保険診療報酬請求書審査委員会  岩手県盛岡市  

宮城県社会保険診療報酬請求書審査委員会  宮城県仙台市  

秋田県社会保険診療報酬請求書審査委員会  秋田県秋田市  

山形県社会保険診療報酬請求書審査委員会  山形県山形市  

福島県社会保険診療報酬請求書審査委員会  福島県福島市  

茨城県社会保険診療報酬請求書審査委員会  茨城県水戸市  

栃木県社会保険診療報酬請求書審査委員会  栃木県宇都宮市  

群馬県社会保険診療報酬請求書審査委員会  群馬県前橋市  

埼玉県社会保険診療報酬請求書審査委員会  埼玉県さいたま市  

千葉県社会保険診療報酬請求書審査委員会  千葉県千葉市  

東京都社会保険診療報酬請求書審査委員会  東京都豊島区  

神奈川県社会保険診療報酬請求書審査委員会  神奈川県横浜市  

新潟県社会保険診療報酬請求書審査委員会  新潟県新潟市  

富山県社会保険診療報酬請求書審査委員会  富山県富山市  

石川県社会保険診療報酬請求書審査委員会  石川県金沢市  

福井県社会保険診療報酬請求書審査委員会  福井県福井市  

山梨県社会保険診療報酬請求書審査委員会  山梨県甲府市  

長野県社会保険診療報酬請求書審査委員会  長野県長野市  

岐阜県社会保険診療報酬請求書審査委員会  岐阜県岐阜市  

静岡県社会保険診療報酬請求書審査委員会  静岡県静岡市  

愛知県社会保険診療報酬請求書審査委員会  愛知県名古屋市  

三重県社会保険診療報酬請求書審査委員会  三重県津市  

滋賀県社会保険診療報酬請求書審査委員会  滋賀県大津市  

京都府社会保険診療報酬請求書審査委員会  京都府京都市  

大阪府社会保険診療報酬請求書審査委員会  大阪府大阪市  

兵庫県社会保険診療報酬請求書審査委員会  兵庫県神戸市  

奈良県社会保険診療報酬請求書審査委員会  奈良県奈良市  

和歌山県社会保険診療報酬請求書審査委員会  和歌山県和歌山市  

鳥取県社会保険診療報酬請求書審査委員会  鳥取県鳥取市  

島根県社会保険診療報酬請求書審査委員会  島根県松江市  

岡山県社会保険診療報酬請求書審査委員会  岡山県岡山市  

広島県社会保険診療報酬請求書審査委員会  広島県広島市  

山口県社会保険診療報酬請求書審査委員会  山口県山口市  

徳島県社会保険診療報酬請求書審査委員会  徳島県徳島市  



香川県社会保険診療報酬請求書審査委員会  香川県高松市  

愛媛県社会保険診療報酬請求書審査委員会  愛媛県松山市  

高知県社会保険診療報酬請求書審査委員会  高知県高知市  

福岡県社会保険診療報酬請求書審査委員会  福岡県福岡市  

佐賀県社会保険診療報酬請求書審査委員会  佐賀県佐賀市  

長崎県社会保険診療報酬請求書審査委員会  長崎県長崎市  

熊本県社会保険診療報酬請求書審査委員会  熊本県熊本市  

大分県社会保険診療報酬請求書審査委員会  大分県大分市  

宮崎県社会保険診療報酬請求書審査委員会  宮崎県宮崎市  

鹿児島県社会保険診療報酬請求書審査委員会  鹿児島県鹿児島市  

沖縄県社会保険診療報酬請求書審査委員会  沖縄県那覇市  

  



別表第２（第３３条の２第２項及び第３３条の４第１項関係）  

中核審査事務センターの名称  区域  

東北審査事務センター  
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形

県、福島県  

関東審査事務センター  
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県  

中部審査事務センター  
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知

県、三重県  

近畿審査事務センター  
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌

山県  

中四国審査事務センター  
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、高知県  

九州審査事務センター  
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎

県、鹿児島県、沖縄県  

 
 
 
  



別表第３（第３３条の４第１項及び第２項並びに附則第８条関係）  

中核審査事務センターの
名称 （所在地 ）  

地域審査事務センターの
名称 （所在地 ）  

審査事務センター分室の
名称 （所在地 ）  

管轄区域  

東北審査事務センター  
（ 宮城県仙台市 ）  

北海道審査事務センター
（北海道札幌市 ）  

 北海道  

 東北審査事務センター盛

岡分室 （岩手県盛岡市 ）  
青森県、岩手県、
秋田県  

  宮城県、山形県、
福島県  

関東審査事務センター  
（ 東京都豊島区 ）  

北関東地域審査事務セン

ター（埼玉県さいたま市 ）  

 栃木県、埼玉県  

北関東地域審査事務セン

ター高崎分室 （群馬県高

崎市 ）  

群馬県、新潟県、
長野県  

  
茨城県、千葉県、

東京都、神奈川
県、山梨県  

中部審査事務センター  

（ 愛知県名古屋市 ）  

北陸地域審査事務センタ
ー（ 石川県金沢市 ）  

 富山県、石川県、
福井県  

  岐阜県、静岡県、

愛知県、三重県  

近畿審査事務センター  
（ 大阪府大阪市 ）  

  
滋賀県、京都府、

大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県  



中四国審査事務センター
（広島県広島市 ）  

四国地域審査事務センタ
ー（ 香川県高松市 ）  

 徳島県、香川県、

愛媛県、高知県  

 
中四国審査事務センター

米子分室 （鳥取県米子
市 ）  

鳥取県、島根県  

  岡山県、広島県、
山口県  

九州審査事務センター  
（ 福岡県福岡市 ）  

 九州審査事務センター熊

本分室 （熊本県熊本市 ）  
熊本県、鹿児島県  

  
福岡県、佐賀県、

長崎県、大分県、
宮崎県、沖縄県  

 
 


